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【出題趣旨】  

 本問は、甲および乙が共謀し、甲が夜間にＶ宅へ侵入し、就寝中のＶを襲撃してロープで

拘束したうえ、同宅内の金庫に暗証番号を入力し、金庫内の現金２，０００万円を奪取する

計画を立案し、その準備を経て実行に着手した事案である。もっとも、甲が夜間にＶ宅へ侵

入した時点でＶは不在であったため、甲はＶを拘束できず、金庫内の現金２，０００万円を

奪取するにとどまったという事実関係が前提となっている。 

以上を前提として、本問では、実行正犯である甲において、①Ｖに対する強盗予備罪（刑

法２０１条）、②Ｖ宅に対する住居侵入罪（刑法１３０条）、③Ｖ所有の現金２，０００万円

に対する窃盗罪（刑法２３５条）が成立するか、さらに、これらの行為を当初から計画して

いた甲および乙において、各罪の共同正犯（刑法６０条）が成立するかが問われている。さ

らに、甲と乙の計画によれば、取得した現金２，０００万円は甲が１，５００万円、乙が５

００万円の割合で分配する予定であったところ、甲が実際に現金２，０００万円を取得した

にもかかわらず、そのうち５００万円を乙に引き渡さずに、「暗証番号が間違っていたため

現金を取得できなかった」と虚偽の説明をして乙に交付しなかった行為につき、横領罪（刑

法２５２条１項）または２項詐欺罪（刑法２４６条２項）の成立が認められるか否かについ

ても問われている。 

 まず、甲が実行した行為につき、①Ｖに対する強盗予備罪、②Ｖ宅に対する住居侵入罪、

③Ｖ所有の現金２，０００万円に対する窃盗罪の各罪の成立を検討する必要がある。ここで

は、各犯罪の構成要件（実行行為、故意、不法領得の意思等）に関する定義・規範を明示し

たうえで、問題文中の事実を的確に評価し、当てはめがなされているかが評価の対象となる。 

 次に、甲に成立した各犯罪について、乙との共同正犯の成立が認められるか検討する必要

がある。ここでは、共同正犯の成立要件を明示し、乙の事実や乙の認識がその要件を充足す

るかを検討する必要がある。また、当初、甲および乙はＶに対する住居侵入および強盗を共

謀していたが、Ｖが不在であったため、甲の行為は窃盗罪にとどまっている。この点につい

て、乙が現場に不在であってこれらの事実を認識していなかった場合でも、甲乙の当初の共

謀に基づいて窃盗が実行されたことを認め（共謀の射程）、かつ、強盗罪の規範に直面して

これを乗り越えようとした以上、窃盗罪の故意は否定されないとして（共犯の錯誤）、乙に

窃盗罪の共同正犯の成立が認められるか関する十分な説明がなされているかが評価の対象

となっている。 

 さらに、甲が乙に虚偽を告げて、当初配分予定であった５００万円を交付しなかった行為

につき、乙を被害者とする横領罪または２項詐欺罪の成立を認めるか、それとも共犯者間に

おける盗品配分に関する問題（不法原因給付）として、乙を被害者とする財産犯の成立を否

定するかについて検討する必要がある。ここでは、いずれの結論を採る場合でも、各構成要

件の定義や規範を明示し、事実を適切に当てはめたうえで、理由を明確に論じることが求め

られている。 

 最後に、甲および乙に複数の犯罪が成立していることから、罪数処理について適切な記述

がなされているかが評価の対象となっている。 
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